
　
具
体
的
な
議
論
に
入
る
前

の
４
月
か
ら
５
月
を
め
ど
に

第
８
次
医
療
計
画
、
働
き
方

改
革
、
医
療
Ｄ
Ｘ
の
共
通
認

識
を
得
る
た
め
の
議
論
を
行

い
、
５
月
か
ら
９
月
を
め
ど

に
１
巡
目
の
議
論
、
10
月
か

ら
12
月
ま
で
に
２
巡
目
の
議

論
を
行
い
、
２
０
２
４
年
１

月
か
ら
３
月
に
改
定
の
諮
問
・

答
申
を
実
施
す
る
案
が
提
案

さ
れ
、
従
来
通
り
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
と
な
っ
て
い
る
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
医
療
機
器

（
S
a
M
D
）
へ
の
対
応
に
つ

い
て
は
注
目
度
が
高
く
、
診

療
報
酬
の
在
り
方
を
検
討
す

る
場
を
設
け
る
べ
き
だ
と
の

声
が
出
て
お
り
、
改
定
に
向

け
、
S
a
M
D
の
取
り
扱
い

を
検
討
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ

ル
ー
プ
を
、
保
険
医
療
材
料

等
専
門
組
織
の
下
に
設
置
す

る
方
針
が
了
承
さ
れ
た
。

　
中
医
協
及
び
介
護
給
付
費

分
科
会
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

改
定
内
容
に
係
る
検
討
が
行
わ

れ
る
が
、
各
報
酬
が
よ
り
有
機

的
に
連
携
し
た
も
の
と
な
る
よ

う
、
そ
れ
ぞ
れ
が
具
体
的
検
討

に
入
る
前
に
、
同
時
改
定
に
関

す
る
議
題
に
主
に
関
係
す
る
委

員
等
で
意
見
交
換
を
行
う
こ
と

と
さ
れ
た
。

　
こ
の
懇
談
会
は
、
関
係
者

に
お
い
て
新
型
コ
ロ
ナ
感
染

症
の
流
行
を
踏
ま
え
た
今
後

の
健
康
管
理
、
ポ
ス
ト
２
０

２
５
お
よ
び
２
０
４
０
年
を

見
据
え
た
際
の
課
題
や
方
向

性
の
共
有
を
目
的
と
し
て
、

２
０
２
３
年
３
月
以
降
、
３

回
程
度
の
開
催
が
予
定
さ
れ

て
い
る
。

　
３
月
に
開
か
れ
た
第
１
回

の
意
見
交
換
会
で
は
、①
地
域

包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
更
な

る
推
進
の
た
め
の
医
療
・
介

護
・
障
害
サ
ー
ビ
ス
の
連
携

②
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・

口
腔
・
栄
養
③
要
介
護
者
等

の
高
齢
者
に
対
応
し
た
急
性

期
入
院
料
を
め
ぐ
っ
て
意
見

交
換
が
な
さ
れ
た
。
第
２
回

は
①
高
齢
者
施
設
・
障
害
者

施
設
等
に
お
け
る
医
療
②
認

知
症
、
第
３
回
は
①
人
生
の

最
終
段
階
に
お
け
る
医
療
・

介
護
②
訪
問
介
護
を
テ
ー
マ

に
行
わ
れ
る
予
定
だ
。

　
感
染
症
法
・
医
療
法
改
正

に
よ
り
新
た
に
追
加
さ
れ
た

「
新
興
感
染
症
へ
の
対
応
」
を

含
む
５
疾
病
６
事
業
等
の
見

直
し
を
行
う
第
８
次
医
療
計

画
が
２
０
２
４
年
度
か
ら
開

始
に
な
り
、
医
師
の
働
き
方

改
革
と
し
て
２
０
２
４
年
４

月
に
労
働
時
間
上
限
規
制
等
、

改
正
労
働
基
準
法
お
よ
び
改

正
医
療
法
が
施
行
さ
れ
る
な

ど
、
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
課
題
は
多
い
。
ま
た
、

改
定
に
向
け
て
、
秋
頃
よ
り
、

具
体
的
な
個
別
改
定
項
目
に

つ
い
て
、
議
論
を
深
め
る
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今

後
の
動
向
に
注
視
が
必
要
だ
。

北 海 道 保 険 医 新 聞

　
財
務
省
は
骨
太
に
則
り
、

都
道
府
県
へ
医
療
費
増
に
備

え
給
付
を
抑
制
す
る
医
療
費

適
正
化
計
画
策
定
を
指
示
し

て
い
る
。
社
会
保
障
給
付
費

の
公
費
支
出
は
予
め
上
限
が

定
め
ら
れ
、
保
険
料
を
増
額

し
な
け
れ
ば
給
付
を
増
加
で

き
な
い
▼
昨
年
末
以
降
コ
ロ

ナ
・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
同
時

流
行
に
よ
り
給
付
が
増
大
し

た
。
給
付
を
抑
制
す
る
為
の

条
件
は
、
適
正
化
項
目
の
増

加
や
保
険
料
引
上
げ
以
外
に

も
多
数
準
備
さ
れ
、
常
に
給

付
抑
制
が
優
先
さ
れ
て
い
る

▼
財
務
省
は
新
経
済
・
財
政

再
生
計
画
で
「
地
域
別
診
療

報
酬
」
の
活
用
も
視
野
に
入

れ
導
入
を
狙
っ
て
い
る
。
東

京
都
医
師
会
長
は
、
物
価
高

騰
に
よ
る
人
件
費
や
医
療
経

費
増
加
の
地
域
格
差
が
拡
大

し
て
お
り
、
当
該
地
域
で
医

療
を
継
続
す
る
為
に
は
診
療

報
酬
の
増
額
を
目
的
と
し
た

「
地
域
別
診
療
報
酬
」
の
導
入

が
必
要
だ
と
訴
え
た
▼
物
価

高
騰
や
職
員
給
与
増
額
等
で

医
療
経
営
は
悪
化
し
て
い
る
。

コ
ロ
ナ
５
類
化
で
経
営
は
更

に
悪
化
が
懸
念
さ
れ
る
。
財

政
支
援
の
継
続
と
医
療
機
関

の
経
営
悪
化
や
閉
院
を
防
止

す
る
迅
速
な
給
付
促
進
が
必

要
だ
。「
地
域
別
診
療
報
酬
」

導
入
は
リ
ス
ク
が
高
い
。
給

付
増
の
必
要
性
を
迅
速
に
判

断
実
行
し
医
療
体
制
を
安
定

的
に
確
保
す
る
制
度
構
築
が

必
要
で
は
な
い
か
。    

加藤 康夫

2023年（令和5年）5月5日

　

１
月
18
日
に
開
催
さ
れ
た
中
医
協
総
会
で
、
９
つ
の
議
題
が
提
起
さ
れ
、「
令
和
６
年
度
診
療

報
酬
改
定
に
向
け
た
検
討
の
進
め
方
」
に
つ
い
て
も
、議
論
の
上
了
承
さ
れ
た
。
次
回
改
定
は
、

ポ
ス
ト
２
０
２
５
年
を
見
据
え
た
医
療
、
介
護
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
報
酬
と
の
ト
リ
プ

ル
改
定
で
あ
り
、
医
療
介
護
総
合
確
保
促
進
会
議
の
取
り
ま
と
め
、
第
８
次
医
療
計
画
、
働
き

方
改
革
、
医
療
Ｄ
Ｘ
推
進
本
部
等
の
議
論
を
踏
ま
え
て
行
う
こ
と
等
と
さ
れ
た
。
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主な目次　

歯
科
保
険
診
療
研
究

●
会
員
訪
問

●
開
業
医
の
た
め
の
実
務
セ
ミ
ナ
ー

解
説
「
６
月
の
立
入
検
査

か
ら
確
認
」

…
面
２

●
時
論
「
総
会
で
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
、

D
X
対
策
を
活
動
の
柱
に
」

●
…
面
３

●
…
面
４

　
厚
労
省
は
３
月
24
日
、
地

方
厚
生
（
支
）
局
医
療
課
宛

に
事
務
連
絡
「
オ
ン
ラ
イ
ン

資
格
確
認
未
導
入
の
保
険
医

療
機
関
に
対
す
る
指
導
等
の

取
扱
い
に
つ
い
て
」
を
発
出

し
た
。
事
務
連
絡
で
は
、
２

０
２
３
年
４
月
１
日
時
点
で

オ
ン
資
導
入
の
原
則
義
務
化

対
象
で
あ
る
医
療
機
関
等（
猶

予
届
提
出
済
み
を
除
く
）
に

対
し
て
、ｅ-

ラ
ー
ニ
ン
グ
に

よ
る
集
団
指
導
を
行
う
こ
と

と
し
て
い
る
。
集
団
指
導
の

時
期
は
２
０
２
３
年
度
の
早

期
を
予
定
し
、
集
団
指
導
後

に
オ
ン
資
を
導
入
し
な
い
場

合
は
、
個
別
に
改
善
を
促
す

方
針
と
し
て
い
る
。

　
オ
ン
資
義
務
化
は
療
養
担

当
規
則
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、

国
が
示
す
Ｑ
Ａ
で
「
遵
守
さ

れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
ま

ず
は
、
地
方
厚
生
（
支
）
局

に
よ
る
懇
切
丁
寧
な
指
導
な

ど
が
行
わ
れ
る
」
と
な
っ
て

い
た
が
、
今
回
の
事
務
連
絡

に
よ
り
、
ま
ず
は
集
団
指
導

（
ｅ-

ラ
ー
ニ
ン
グ
方
式
）
を

実
施
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。

　
こ
の
事
務
連
絡
に
あ
わ
せ

て
、
厚
労
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
公
開
し
て
い
る
「
保
険
診

療
確
認
事
項
リ
ス
ト
」「
適
時

調
査
実
施
要
領
」
が
更
新
さ

れ
て
い
る
た
め
、
こ
ち
ら
も

確
認
さ
れ
た
い
。

　
３
月
25
日
、
歯
科
臨
床
講

演
会
を
本
会
会
議
室
と
ウ
ェ

ブ
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
形
式
で

開
催
し
た
。
当
日
は
講
師
に

北
海
道
医
療
大
学
歯
学
部 

総

合
教
育
学
系
歯
学
教
育
開
発

学
分
野 

口
腔
再
建
学
系
歯
周

歯
内
治
療
学
分
野 

准
教
授
の

門
貴
司
氏
を
お
迎
え
し
て
、

本
会
会
員
な
ら
び
に
全
国
の

保
険
医
協
会
・
医
会
か
ら
84

名
が
参
加
し
た
。

　
「
リ
グ
ロ
ス
」
と
は
、Ｆ
Ｇ

Ｆ

－

２
（
塩
素
性
線
維
芽
細

胞
増
殖
因
子
）
を
用
い
た
歯

周
組
織
再
生
療
法
で
あ
り
、

門
氏
は
基
本
か
ら
術
式
の
ポ

イ
ン
ト
ま
で
を
動
画
を
用
い

て
詳
説
し
た
。
エ
ム
ド
ゲ
イ

ン
と
は
異
な
り
、
遺
伝
子
組

み
換
え
技
術
に
よ
っ
て
製
造

し
た
薬
剤
で
、
患
者
へ
治
療

に
つ
い
て
の
説
明
が
し
や
す

く
、
保
険
請
求
上
の
注
意
点

や
購
入
方
法
に
つ
い
て
も
解

説
し
た
。

　
治
療
効
果
の
説
明
で
は
Ｓ

Ｒ
Ｐ
後
に
ポ
ケ
ッ
ト
が
４
mm

以
下
に
な
る
確
率
を
資
料
で

示
し
な
が
ら
、
可
能
な
限
り

深
い
ポ
ケ
ッ
ト
を
残
存
さ
せ

な
い
た
め
に
、
症
例
を
選
び

リ
グ
ロ
ス
を
使
用
す
る
こ
と

を
推
奨
さ
れ
た
。
実
際
の
術

式
で
は
、
使
用
器
具
、
切
開

線
の
デ
ザ
イ
ン
、
不
良
肉
芽

の
除
去
か
ら
リ
グ
ロ
ス
を
よ

り
骨
欠
損
部
位
に
確
保
し
て

閉
鎖
創
に
す
る
縫
合
方
法
な

ど
詳
細
な
説
明
が
あ
っ
た
。

　
ま
と
め
と
し
て
、
十
分
に

歯
周
基
本
治
療
の
効
果
を
評

価
し
て
か
ら
リ
グ
ロ
ス
を
使

用
し
た
治
療
を
行
い
、
最
初

は
効
果
が
出
や
す
い
症
例
を

選
択
す
る
こ
と
を
勧
め
ら
れ

講
演
を
終
え
た
。
全
国
の
参

加
者
か
ら
「
大
変
有
意
義
な

講
習
会
だ
っ
た
」
な
ど
好
評

を
得
た
。

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に

つ
い
て

意
見
交
換
会
に

つ
い
て

今
後
の
動
向
に

つ
い
て

　 

診
療
報
酬
改
定
に
向
け

　
　
　
　
　
　
　
　
議
論
始
ま
る

読
後
感

●

オ
ン
資
未
導
入
へ
の
指
導

ｅ-

ラ
ー
ニ
ン
グ
か
ら

「リグロス」の知識整理と
術式のポイントを学ぶ

歯科臨床講演会

一般社団法人　北海道保険医会

参加ご希望の会員の先生は事務局までお知らせください

第11回　代議員総会のご案内
5月27日（土）午後5時から日時 札幌ビューホテル大通公園場所

中医協総会

2022年 2023年
12月

2023年度
薬価改定骨子

2024年度
診療報酬改定
諮問・答申

1月
2024年
1月2月 3月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

●第8次医療計画

●

● ●

◎診療報酬改定結果検証部会

◎薬価専門部会

◎保険医療材料専門部会

◎費用対効果評価専門部会

●働き方改革 （その1）シリーズ （その2）以降シリーズ

（その1）シリーズ （その2）以降シリーズ

●医療DX

専門部会

◎診療報酬基本問題小委員会

◎調査実施小委員会

診療報酬調査専門組織
◎医療技術評価分科会

◎入院・外来医療等の
　医療・評価分科会

2024年度同時報酬改定に
向けた意見交換会

小委員会

（2022年度）調査実施

（2022年度）
調査実施

総会にて
調査票承認

調査票検討（2023年度）調査実施

検討

提案書受付

●
第1回

●
第2回

●
第3回

WG開催 審査

検討

※1　専門組織においても議論
※2　専門組織下にSaMD WG（仮）

※　専門組織においても議論

医政局の有識者検討会取りまとめ（4月頃目処）

分析・検討
総会に報告

分析・検討 総会に報告

分析・検討

● ●

調査票検討

調査実施 結果の公表等

分析・検討（2023年度）調査実施

総会に報告

総会に報告

図 診療報酬改定に向けた検討スケジュール

（
Ｋ
Ｔ
）

▲講師の門　貴司氏

中医協
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る
よ
う
に
な
っ
た
今
、間
違
っ

た
情
報
を
思
い
込
み
、
ト
ラ

ブ
ル
に
な
る
こ
と
で
は
な
い

は
ず
な
の
に
、
大
き
な
ト
ラ

ブ
ル
に
発
展
す
る
ケ
ー
ス
が

増
え
て
き
た
と
し
て
、
こ
れ

ま
で
以
上
に
「
正
し
い
情
報
」

「
専
門
家
と
の
連
携
」「
事
前

準
備
」「
適
切
な
初
期
対
応
」

が
重
要
で
あ
る
と
説
く
。

　
事
例
の
概
説
は
マ
ン
ガ
を

交
え
て
説
明
し
て
お
り
、
手

に
取
り
や
す
く
読
み
や
す
い
。

最
初
か
ら
読
む
も
よ
し
、
興
味

の
あ
る
ケ
ー
ス
を
読
む
も
よ
し

の
一
冊
で
あ
っ
た
。

　
治
療
や
支
払
な
ど
、
歯
科

医
院
で
い
つ
起
き
て
も
お
か

し
く
な
い
患
者
さ
ん
と
の
も

め
ご
と
・
ト
ラ
ブ
ル
に
ど
の

よ
う
に
対
応
す
べ
き
か
、
筆

者
に
寄
せ
ら
れ
た
相
談
事
例

を
も
と
に
法
的
な
視
点
か
ら

実
践
的
な
対
処
法
や
予
防
策

に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
。

　
本
書
で
は
、
ス
マ
ホ
な
ど

で
簡
単
に
情
報
を
入
手
で
き

小
畑
　
真 

著

デ
ン
タ
ル
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社

す
が
に
少
し
疲
れ
て
し
ま
っ

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ

の
後
循
環
器
の
世
界
は
Ｐ
Ｃ

Ｉ
が
も
の
す
ご
い
勢
い
で
進

化
し
て
面
白
い
学
問
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
。
当
然
こ
の
時

点
で
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
時
の
私
は
直
す
か
予

防
す
る
か
の
選
択
肢
を
選
ぶ

必
要
に
迫
ら
れ
ま
す
。
結
局

糖
尿
病
を
選
ぶ
こ
と
に
な
り

ま
す
が
10
年
後
に
糖
尿
病
治

療
が
劇
的
に
進
化
し
て
行
く

と
は
夢
に
も
思
い
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
う
言
う
意
味
で
は

ラ
ッ
キ
ー
だ
っ
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
（
ど
ち
ら
で
も
面
白

い
学
問
で
し
た
）。

　
ま
た
、
人
に
も
恵
ま
れ
ま

し
た
。
詳
し
く
は
割
愛
し
ま

す
が
北
大
第
一
内
科
の
先
生

気軽に糖尿病に
関する質問を

吉村　治彦 先生
よしむら糖尿病クリニック　岩見沢支部145145

略歴
　北海道美唄市出身。岩手医科大学を
1992年に卒業し、北海道大学第一内科
に入局。その後、道内医療機関で勤務
後、2018年に開業。

い
く
。

―

目
指
す
医
院
像
は

　
通
院
し
た
ら
、
必
ず
元
気

に
な
る
ク
リ
ニ
ッ
ク
。

―

本
会
に
望
む
こ
と

　
レ
セ
プ
ト
に
必
要
な
情
報

を
色
々
教
え
て
ほ
し
い
。

―

糖
尿
病
患
者
さ
ん
へ
の
治
療

　
に
つ
い
て

　
糖
尿
病
の
患
者
さ
ん
を
怒

る
こ
と
な
く
根
気
よ
く
指
導

し
て
く
だ
さ
い
。
特
に
甘
い

―

本
会
に
入
会
し
た
理
由
は

　
レ
セ
プ
ト
の
わ
か
ら
な
い

こ
と
を
教
え
て
ほ
し
か
っ
た

か
ら
で
す
。

―

開
業
し
た
動
機
な
ど

　
長
く
糖
尿
病
患
者
さ
ん
を

診
察
し
て
い
き
た
か
っ
た
か

た
め
開
業
し
ま
し
た
。

―

診
療
で
心
が
け
て
い
る
こ
と
は

　
自
分
が
で
き
な
い
こ
と

は
、
患
者
さ
ん
に
も
勧
め
な

い
。
で
き
る
こ
と
を
探
し
て

飲
み
物
を
飲
ま
な
い
よ
う
に

指
導
し
て
く
だ
さ
い
。
次
に

大
切
な
こ
と
は
体
重
を
増
や

さ
な
い
こ
と
で
す
。Ｂ
Ｍ
Ｉ

23
以
上
は
要
注
意
で
す
。
体

重
の
管
理
に
は
夕
食
を
減
ら

す
こ
と
、
場
合
に
よ
っ
て
は

食
べ
な
い
日
を
作
る
こ
と
が

重
要
で
す
。

―

勤
務
医
時
代
に
つ
い
て

　
30
年
前
私
は
、
国
立
札
幌

病
院
の
循
環
器
で
仕
事
し
て

い
ま
し
た
。
当
時
は
ま
だ
Ｐ

Ｃ
Ｉ
も
始
ま
っ
た
ば
か
り
で

国
立
病
院
の
強
み
も
あ
り
北

海
道
で
最
先
端
の
循
環
器
科

で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
当
時
は
、
厳
し
い
環
境
で

Ｉ
Ｃ
Ｕ
の
患
者
さ
ん
が
入
院

す
る
と
退
院
す
る
ま
で
家
に

帰
れ
な
い
時
代
で
し
た
。
さ

方
を
中
心
に
非
常
に
助
け
ら

れ
ま
し
た
。
岩
見
沢
市
立
総

合
病
院
で
も
院
長
先
生
は
私

が
赴
任
し
て
す
ぐ
16
列
Ｃ
Ｔ

を
買
っ
て
く
だ
さ
り
、
お
か

げ
さ
ま
で
北
海
道
で
最
初
に

冠
動
脈
Ｃ
Ｔ
を
確
立
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　
私
は
自
分
で
言
う
の
も
変

で
す
が
糖
尿
病
オ
タ
ク
で

す
。
楽
し
く
糖
尿
病
患
者
を

指
導
し
な
が
ら
治
療
し
て
い

ま
す
。
糖
尿
病
で
わ
か
ら
な

い
こ
と
は
遠
慮
な
く
聞
い
て

く
だ
さ
い
。
質
の
高
い
医
療

を
提
供
で
き
た
ら
と
考
え
て

い
ま
す
。

―

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
今
後
と
も
是
非
ご
活
躍
い
た
だ

　
き
た
い
で
す
。

（
Ｙ
・
Ｍ
）

開
業
医
の
た
め
の
実
務
セ
ミ
ナ
ー

〈
主
な
協
議・検
討
事
項
〉

①
２
０
２
３
年
度
歯
科
部
事
業
に
つ
い
て

　 （
開
催
予
定
）

　
・ 歯
科
各
種
届
出
に
係
る
研
修
会…

７
月
１
日

　
・ 歯
科
ス
タ
ッ
フ
セ
ミ
ナ
ー…

７
月
22
日

　

 

資
料
集
は
７
月
発
行
予
定

　
・ そ
の
他
事
業
に
つ
い
て
は
、
担
当
部
署
で
随
時  

　

検
討
し
予
定
を
立
て
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

②
そ
の
他

    

・
歯
科
保
険
診
療
研
究
（
５
／
５
号
）
の
確
認
を

　

  

行
っ
た
。

第
１
回
歯
科
部
担
当
理
事
会（
４
月
12
日
）

歯
科
部
だ
よ
り

※

次
回　

第
２
回
歯
科
部
担
当
理
事
会　
　
　
　
　

…

5
月
10
日（
水
）午
後
７
時

　
３
月
29
日
、「
医
療
機
関
の

労
務
・
雇
用
管
理
に
つ
い
て

基
本
を
学
ぼ
う
」
と
題
し
、

開
業
医
の
た
め
の
実
務
セ
ミ

ナ
ー
を
ウ
ェ
ブ
で
開
催
。
講

師
に
特
定
社
会
保
険
労
務
士

の
原
田
三
恵
氏
（
オ
フ
ィ
ス

８
サ
ッ
ポ
ロ
所
長
）
を
迎
え
、

会
員
等
53
名
が
聴
講
し
た
。

　
は
じ
め
に
、
原
田
氏
は
採

用
か
ら
退
職
ま
で
の
労
務
管

理
を
解
説
。
中
で
も
時
間
外
・

休
日
労
働
に
関
す
る
協
定
届

（
36
協
定
）
の
記
載
方
法
や
解

雇
に
つ
い
て
重
点
的
に
説
明

し
た
。「
限
度
時
間
を
超
え
た

特
別
条
項
の
労
使
協
定
を
結

ぶ
場
合
は
、
労
働
者
に
対
す

る
健
康
及
び
福
祉
を
確
保
す

る
た
め
の
措
置
を
定
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
、

ま
た
「
解
雇
は
退
職
手
続
き

の
中
で
一
番
注
意
が
必
要
。

ま
ず
は
職
場
の
就
業
規
則
に

ど
の
よ
う
な
条
件
を
定
め
て

い
る
か
確
認
し
て
欲
し
い
」

と
呼
び
掛
け
た
。

　
次
に
、
昨
年
改
正
さ
れ
た

育
児
介
護
休
業
法
を
触
れ
、

産
後
パ
パ
育
休
（
出
生
時
育

児
休
業
）
の
創
設
と
育
児
休

業
の
分
割
取
得
を
紹
介
し
た
。

あ
わ
せ
て
同
年
４
月
１
日
か

ら
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防

止
措
置
が
中
小
事
業
主
も
義

務
化
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と

を
踏
ま
え
、
職
場
で
起
こ
り

う
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
例
と
対

策
措
置
に
つ
い
て
解
説
を

行
っ
た
。
具
体
的
に
は
就
業

規
則
の
整
備
、
相
談
窓
口
の

設
置
、
担
当
者
・
対
応
手
順

や
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
委
員

会
に
つ
い
て
事
前
に
定
め
て

お
き
、
再
発
防
止
、
相
談
者
・

行
為
者
等
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

保
護
、
解
雇
等
の
不
利
益
な

取
り
扱
い
を
し
な
い
と
い
っ

た
方
法
が
紹
介
さ
れ
た
。

　
最
後
に
、
医
療
機
関
の
宿

日
直
許
可
申
請
に
つ
い
て
説

明
。「
申
請
を
し
て
労
働
基
準

監
督
署
長
か
ら
許
可
を
受
け

た
場
合
、
そ
の
許
可
の
範
囲

で
労
働
基
準
法
上
の
労
働
時

間
規
制
が
適
用
除
外
に
な
る
。

来
年
４
月
か
ら
医
師
の
時
間

外
労
働
の
上
限
規
制
が
始
ま

る
た
め
、
医
師
の
労
働
時
間

や
勤
務
シ
フ
ト
な
ど
に
は
注

意
を
し
て
欲
し
い
」
と
締
め

く
く
っ
た
。

　
参
加
者
か
ら
は
「
法
改
正

に
迅
速
に
対
応
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
っ
た
」「
気
に

な
る
項
目
を
一
通
り
説
明
し

て
も
ら
え
た
」
と
の
声
が
あ

り
盛
会
裏
に
終
了
し
た
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
情
勢
、

急
激
な
円
安
の
進
行
な
ど
が

複
合
的
に
重
な
り
「
光
熱
費
、

物
価
の
高
騰
」
が
続
い
て
い

る
。
さ
ら
に
政
府
か
ら
は
物

価
上
昇
率
を
上
回
る
賃
上
げ

要
請
が
行
わ
れ
て
お
り
、
医

療
機
関
の
経
費
支
出
は
膨
ら

む
一
方
で
あ
る
。

　
医
療
・
介
護
・
福
祉
施
設

の
経
営
原
資
の
殆
ど
は
、
診

療
報
酬
な
ど
２
年
〜
３
年
毎

に
改
定
さ
れ
る
公
定
価
格
で

運
営
さ
れ
て
お
り
、
物
価
高

騰
の
影
響
を
直
接
価
格
に
転

嫁
出
来
な
い
。
公
的
支
援
事

業
に
よ
る
財
政
援
助
も
焼
石

に
水
で
あ
り
、
経
営
改
善
に

い
た
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

次
期
改
定
を
待
つ
こ
と
な
く
、

速
や
か
な
対
応
が
求
め
ら
れ

る
。
　
こ
れ
ら
の
状
況
を
踏
ま
え
、

本
会
は
４
月
17
日
に
上
記
４

項
目
を
加
藤
厚
生
労
働
大
臣

に
要
請
し
た
。

歯
科
医
療
専
門
弁
護
士 

小
畑 

真
の

歯
科
事
件
簿 

《
患
者
・
治
療
編
》

物価・賃金の急騰に伴う
緊急の対応を要請

一、次期改定を待つことなく、物価及び賃金
　　の上昇に対応可能な、緊急の診療報酬引
　　き上げを行うこと

一、急激な物価上昇等への対応のため、上記
　　の診療報酬引き上げと組み合わせて、国
　　の予算による助成事業も継続的に実施で
　　きる体制を設けること

一、2年毎の診療報酬改定以外に、物価や賃
　　金等の上昇率に応じた随時改定の仕組み
　　を制度化すること

一、医療機関の経費・人員負担となる、オン
　　ライン資格確認義務化を当面凍結すると
　　ともに、医療DXに係る財政支援を拡充
　　すること

入院は１日目から、自宅療養は休業４日目から給付
傷病で休業される際は速やかに本会事務局までご連絡ください。

　　　　保険医休業保障共済保険（休保制度）
新型コロナによる休業での給付について

　2023年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ
が5類感染症へ変更されますが、これまで通り休保制度は新型コロナウイルス
感染症による休業でも給付の対象となります。
　ただし、給付を受けられるには必ず休業期間中に第三者の医師に受診し、所
定の医療証明書をご提出いただく必要がありますのでご注意ください（5月8日
以降の休業について、所定の医療証明書以外の書式は給付対象外となります）。

【重要】

 
様
々
な
法
改
正
へ
の

　
　
　
　
　
　
対
策
を
学
習

▲講師の原田　三恵氏

厚
労
大
臣
に

（
聞
き
手
　
事
務
局
田
中
）



役
割
・
責
任
範
囲
が
曖
昧

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多

い
。

　
そ
の
た
め
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

は
従
来
の
「
本
編
＋
別
冊
」

構
成
か
ら
、
基
本
部
分
を
示

す
「
概
説
編
」、
院
長
等
管
理

者
向
け
の
「
経
営
管
理
編
」、

医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
の
安
全

管
理
責
任
者
向
け
の
「
企
画

管
理
編
」、
医
療
情
報
シ
ス
テ

ム
の
実
装
・
運
用
の
実
務
担

当
者
向
け
の
「
シ
ス
テ
ム
運

用
編
」
の
４
構
成
へ
と
大
幅

に
見
直
し
が
行
わ
れ
た
。
情

報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
対
し
て

何
も
信
頼
し
な
い
「
ゼ
ロ
ト

ラ
ス
ト
」
を
前
提
と
し
、
医

療
機
関
の
責
任
範
囲
や
自
院

の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
状
況

を
認
識
さ
せ
る
な
ど
の
狙
い

が
あ
る
。

　

見
直
し
が
行
わ
れ
る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
の
全
体
量
は
膨
大

で
確
認
す
べ
き
内
容
が
多
岐

に
わ
た
る
こ
と
か
ら
、医
療
機

関
が
優
先
的
に
取
り
組
む
べ

き
事
項
を
ま
と
め
た「
サ
イ
バ

ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
認
の

た
め
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」を

別
途
作
成
し
公
表
す
る
と
し

て
い
る
。Ｗ
Ｇ
で
は
、チ
ェ
ッ

ク
リ
ス
ト
の
原
案
が
示
さ
れ

た　
　
　
。

　

医
療
機
関
と
事
業
者
で
確

認
事
項
が
異
な
り
、医
療
機
関

で
は
体
制
構
築
、情
報
シ
ス
テ

ム
の
管
理
、
情
報
シ
ス
テ
ム

の
運
用
、
イ
ン
シ
デ
ン
ト
の

発
生
時
の
対
応―

―

の
項
目

を
確
認
す
る
。

　
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
チ
ェ
ッ

ク
リ
ス
ト
策
定
後
、
医
療
機

関
が
実
際
に
サ
イ
バ
ー
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
対
策
へ
と
取
り
組

む
た
め
の
仕
掛
け
と
し
て
、都

道
府
県
等
が
行
う
立
入
検
査

に
医
療
機
関
が
対
策
を
講
じ

て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
項

目
を
追
加
す
る
と
し
て
い
る
。

確
認
は
、今
年
６
月
の
立
入
検

査
か
ら
を
予
定
し
、対
策
が
不

十
分
な
施
設
に
ペ
ナ
ル
テ
ィ

を
課
す
の
で
は
な
く
支
援・助

言
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
に
あ

た
り
参
考
の
一
部
と
な
っ
た

「
病
院
に
お
け
る
医
療
情
報
シ

ス
テ
ム
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
対
策
に
係
る
調
査
」

（
今
年
１
月
か
ら
３
月
に
実

施
）
で
は
、
７
割
以
上
が
医

療
情
報
シ
ス
テ
ム
安
全
管
理

責
任
者
を
設
置
し
、
日
頃
か

ら
サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
関
す
る

情
報
収
集
を
実
施
し
て
い
る

と
回
答
。電
子
カ
ル
テ
の
バ
ッ

ク
ア
ッ
プ
体
制
に
つ
い
て
は
、

98
％
の
医
療
機
関
が
バ
ッ
ク

ア
ッ
プ
デ
ー
タ
を
作
成
し
て

い
た
。
一
方
で
、
医
療
情
報

シ
ス
テ
ム
開
発
セ
ン
タ
ー
が

作
成
し
た
医
療
情
報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
ガ
イ
ド
を
用
い
た
点

検
は
２
割
未
満
、「
イ
ン
シ
デ

ン
ト
の
早
期
検
知
」
の
た
め

に
、
各
種
ロ
グ
の
確
認
・
通

信
の
監
視
を
行
っ
て
い
る
病

院
は
35
％
に
と
ど
ま
っ
て
い

た
。
対
策
強
化
の
急
が
れ
る

点
な
ど
が
一
部
明
ら
か
に

な
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
に
反
映
さ
れ
る
予

定
で
あ
る
。

　
　
　

 

◇　

◇　

◇

　
２
０
２
２
年
の
診
療
報
酬

改
定
で
は
、
一
部
の
点
数
に

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
責
任

者
の
配
置
と
院
内
研
修
の
実

施
が
要
件
に
加
え
ら
れ
た
。

　
医
療
Ｄ
Ｘ
を
進
め
る
う
え

で
、
医
療
機
関
に
お
け
る
サ

イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策

は
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
医
療
者
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
専
門

家
で
は
な
く
、
医
療
と
健
康

の
提
供
に
腐
心
す
る
専
門
家

で
あ
る
。
我
々
医
療
者
の
さ

ら
な
る
負
担
と
な
ら
な
い
よ

う
注
視
が
必
要
だ
。

イ
ン
案
」
が
了
承
さ
れ
た
。

そ
の
後
最
終
調
整
を
行
い
、

５
月
中
旬
を
め
ど
に
最
新
版

と
し
て
稼
働
す
る
方
針
で
あ

る　
　
　
。

　
医
療
機
関
の
経
営
者
や
シ

ス
テ
ム
担
当
者
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の

知
識
が
少
な
い
こ
と
が
ほ
と

ん
ど
で
あ
る
。
セ
キ
ュ
リ
テ

ィ
管
理
を
ベ
ン
ダ
等
の
外
部

へ
委
託
し
て
い
る
場
合
も
あ

る
が
、
ベ
ン
ダ
等
と
の
契

約
後
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
応
・

　
医
療
機
関
が
対
策
を
と
る

に
あ
た
り
、
厚
労
省
の
健
康
・

医
療
・
介
護
情
報
利
活
用
検

討
会
の
医
療
等
情
報
利
活
用

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
（
Ｗ

Ｇ
）
で
は
参
考
と
す
る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
協
議
。
３
月
23

日
に
開
催
さ
れ
た
Ｗ
Ｇ
で

「
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
の
安

全
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
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総
会
で
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
、

　
Ｄ
Ｘ
対
策
を
活
動
の
柱
に

　
本
会
は
第
11
回
代
議
員

総
会
を
５
月
27
日
に
開
催

し
、
今
年
度
の
活
動
方
針

を
提
案
、
協
議
す
る
。
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
か
ら
３
年
あ
ま
り
が

経
過
し
、
よ
う
や
く
収
束

の
兆
し
が
見
え
始
め
た
。

感
染
症
法
分
類
も
今
月
か

ら
５
類
に
変
更
さ
れ
、
国

民
生
活
も
コ
ロ
ナ
前
に
戻

り
つ
つ
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍

に
よ
り
本
会
の
各
種
事
業

も
リ
モ
ー
ト
化
が
定
着
し

た
も
の
の
、
対
面
で
よ
り

効
果
的
に
伝
え
ら
れ
る
企

画
も
あ
り
、
中
断
さ
れ
て

い
る
一
般
を
対
象
に
し
た

事
業
は
再
開
に
向
け
た
検

討
も
始
め
て
い
き
た
い
。

義
務
化
が
見
通
さ
れ
て
お

り
、
医
療
現
場
の
対
応
が

追
い
付
い
て
い
な
い
の
が

現
状
だ
。
低
医
療
費
政
策

か
ら
始
ま
っ
た
Ｄ
Ｘ
化
は
、

患
者
や
医
療
機
関
を
置
き

去
り
に
し
て
、
政
府
の
思

惑
だ
け
で
拙
速
に
進
め
ら

れ
て
い
る
。
本
会
が
取
り

組
ん
で
い
る
撤
回
署
名
運

動
等
に
協
力
を
お
願
い
し

た
い
。

　
今
年
は
２
年
に
一
度
の

役
員
改
選
の
年
に
当
た
る
。

今
代
議
員
総
会
を
さ
ら
に

本
会
活
動
を
発
展
さ
せ
る

契
機
と
し
た
い
。
会
員
諸

氏
の
一
層
の
ご
支
援
、
ご

協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ

た
い
。

　
一
方
、
５
類
引
き
下
げ

後
の
診
療
体
制
に
つ
い
て
、

政
府
は
対
応
す
る
医
療
機

関
拡
大
の
た
め
「
応
招
義

務
の
整
理
」
の
考
え
方
を

示
し
た
。「
新
型
コ
ロ
ナ
の

罹
患
又
は
そ
の
疑
い
の
み

を
理
由
と
し
た
診
療
拒
否

は
正
当
な
理
由
に
当
た
ら

な
い
」
と
し
て
い
る
。
動

線
の
確
保
、
人
員
配
置
等

で
、
対
応
不
能
な
医
療
機

関
が
多
く
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
半
ば
診
療
応
需

を
強
制
す
る
か
の
よ
う
な

扱
い
と
い
え
る
。
疑
義
解

釈
で
示
さ
れ
た
「
対
応
可

能
な
医
療
機
関
を
お
伝
え

す
る
こ
と
」
が
応
招
義
務

を
履
行
し
て
い
る
と
理
解

で
き
る
患
者
が
ど
れ
だ
け

い
る
か
も
疑
わ
し
い
。
早

急
な
数
合
わ
せ
で
は
な
く
、

各
医
療
機
関
の
体
制
に
応

じ
、
財
政
面
等
の
十
分
な

支
援
を
講
じ
た
体
制
整
備

が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
後
の

対
応
も
活
動
の
重
点
に
据

え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
活
動
の
も
う
一

つ
の
柱
と
し
て
は
、
本
紙

で
も
度
々
紹
介
し
て
い
る

「
医
療
Ｄ
Ｘ
」
へ
の
対
応
で

あ
る
。
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格

確
認
義
務
化
は
東
京
協
会

に
よ
り
訴
訟
問
題
に
も
発

展
し
、
保
団
連
を
始
め
複

数
の
協
会
が
支
援
活
動
を

行
っ
て
い
る
。
オ
ン
ラ
イ

ン
請
求
の
完
全
義
務
化
や

電
子
処
方
箋
も
将
来
的
な

６月の立入検査から確認
医療機関でサイバー対策義務化

　

近
年
、
日
本
国
内
で
医
療
機
関
へ
の
サ
イ
バ
ー
攻
撃
が
増
加

傾
向
に
あ
り
、
中
に
は
電
子
カ
ル
テ
が
使
用
で
き
な
く
な
る
な

ど
、
長
期
間
の
医
療
提
供
に
大
き
な
支
障
が
発
生
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
受
け
、
厚
労
省
は
３
月
10
日
、
医
療
法
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
発
出
。
す
べ
て
の
病
院
・

診
療
所
・
助
産
所
の
管
理
者
が
順
守
す
べ
き
事
項
と
し
て
「
サ

イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
」
を

追
加
し
た
（
施
行
日
は
２
０
２
３
年
４
月
１
日
）。

解　
　

説

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
大
幅
見
直
し

　
　
　
責
任
分
界
点
に
注
目

立
入
検
査
項
目
に
追
加

　
　
事
前
の
チ
ェ
ッ
ク
を

ガ
イ
ド
等
に
沿
っ
て
点
検

　
　
　
　
　
　
２
割
未
満

表
1

表
2

表1 スケジュール

3月

4月

5月
6月～

健康・医療・介護情報利活用検討会
医療法施行規則の改正運用
チェックリスト公開
ガイドライン公開（予定）
項目追加後の立入検査（予定）

表2 サイバーセキュリティの確認のためのチェックリスト（案）　厚労省資料より

大項目
１.体制構築

2.情報システムの管理

3.情報システムの運用

4.インシデント発生時
   の対応

医療機関に医療情報システム安全管理責任者を配置している。
医療機関において、以下について把握している。

職員の私物や事業者所有の機器等について、診療に関する業務で使用する場合の許可や管理体制が明確になっている。

１-1

2-1

2-2
医療機関は、既に報告されている脆弱性について、事業者から最新の安全性に関する確認結果の報告を受けている。2-3
退職者のアカウント等、不要なアカウントを削除する管理体制ができている。3-1
利用者の職種・担当業務別の情報区分ごとのアクセス管理機能がある。3-2
ネットワーク機器 ※にセキュリティパッチ（最新ファームウェアや更新プログラム）を適用している。 ※VPN機器を含むインターネットとの接続を制御するルータ。3-3
サーバーでアクセス記録（アクセスログ）の管理をしている。3-4
ネットワーク機器にアクセス制限を実施している。3-5
サイバー攻撃を受ける等システムに重大な障害が発生したことを想定した事業継続計画（BCP）を策定済み、又は、2023年度中に策定予定である。4-1
インシデント発生時に備えて、組織内連絡体制と外部関係機関（事業者、厚生労働省及び警察等）への連絡体制を整えている。4-2
医療機関において、診療継続のために必要な情報を検討し、データやシステムのバックアップの実施と復旧手順を確認している。4-3

① 医療機関で用いる端末の一覧
② 医療機関で用いるネットワーク機器の一覧
③ 医療機関で用いる記録媒体の一覧
④ 医療機関で用いるサーバーの一覧

【医療機関において確認する項目】
項番 チェック項目
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オンライン資格確認の今後の見通し

　2023年4月より、オンライン資格確認が原則義務化になった。現在
は、医療機関の窓口における医療保険のみの資格確認となっている。今
後、マイナンバーカードと健康保険証の一体化が進められていくことに
伴い、公費負担医療や訪問診療での取扱い等が、どのように変わってい
くか解説する。

　2023年2月に行われた、デジタル庁の「マイナンバーカードと健康保
険証の一体化に関する検討会」の中間取りまとめによると、「マイナン
バーカードと健康保険証の一体化を加速し、2024年秋に保険証の廃止
を目指す」とし、また、下記の内容が示されている。
　現在、マイナンバーカードよる資格確認では、直近の加入している医
療保険や自己負担限度額、また、過去の薬剤情報や特定健診情報等につ
いても確認することができる。公費負担医療については、当面は従来通
り受給者証での資格確認となるが、将来的にマイナンバーカードと一体
化していくことが想定されている。
　新生児、海外からの転入者、紛失等による再交付等により速やかにマ
イナンバーカードを取得する必要がある場合については、申請から１週
間以内（最短５日）で交付する仕組み（特急発行）を創設するとしている。
　健康保険証廃止後の取扱いについては、マイナンバーカードによるオ
ンライン資格確認を基本とするが、マイナンバーカードにより資格を確
認することができない場合には、保険者から提供される資格確認書（１
年が限度の有効期間）により、資格確認することとなっている。なお、資
格確認書は、書面または電磁的方法により提供するとしている。また、現
在発行済みの健康保険証については、健康保険証廃止後、１年間（先に有
効期間が到来する場合は有効期間まで）有効とみなす経過措置を設ける
こととされた。
　施設入所者についても、「マイナンバーカードで受診等することによ
り、過去の医療・健康情報に基づいた医療を受けるというメリットを活
用いただく機会を保障する必要がある」とされ、法定／任意代理人や施
設長がマイナンバーカードを管理すること等が想定されている。
　乳幼児については、出生届の提出にあわせてマイナンバーカードの申
請を行うことができるようにし、１歳未満でカードを申請する場合につ
いては、顔写真がないカードを交付するとしている。

１．マイナンバーカードと健康保険証の一体化

　2022年12月に行われた中医協総会によると、訪問診療や訪問看護等
については、資格確認や健康・医療情報を取得・活用できる仕組みとし
て、2024年4月を目途に「居宅同意取得型」のオンライン資格確認が想定
されている     。初回訪問時は、医療関係者が持参したモバイル端末で

マイナンバーカードを読み取り、ＰＩＮ認証を行い、資格確認や薬剤情
報等の提供に関する同意を登録する     。２回目以降は、医療関係者が患
者宅等を訪問することから、患者のなりすましリスクが低いことを踏ま
え、医療機関等で資格の有効性確認を行う仕組みとなる。

２．訪問診療等

　生活保護の医療扶助については、現在紙で発行している医療券につい
て、2023年度中にマイナンバーカードを利用したオンライン資格確認
を導入する予定としている。マイナンバーカードによるオンライン資格
確認により、被保護者の公費負担者番号、受給者番号等の医療券情報が
自動でレセコンに取り込まれ、被保護者の同意に基づき、薬剤情報およ
び健診情報が閲覧可能となる。

３．生活保護

　2023年2月に行われた社会保障審議会の介護保険部会では、マイナン
バーカードと介護保険証を一体化する方針を示した。運用は2025年度
以降となる見通しとなっている。今年度は、運用に向けた調査・研究事業
に着手し、課題を整理するとしている。

４．介護保険

　2023年2月に行われた社会保障審議会の医療保険部会では、2024年
秋の健康保険証の廃止に伴って、短期被保険者証は廃止するとした。ま
た、長期にわたる保険料滞納者に対する資格証明書の交付に代えて、特
別療養費の支給に変更する旨の事前通知が行われる。特別療養費の対象
者は、資格証明書ではなく、マイナンバーカードまたは資格確認書（特別
療養費の対象者である旨を記載）を提示して受診することになる。なお、
現在のオンライン資格確認の仕組みでも、医療機関では特別療養費の対
象者かどうかを確認できる。

５．その他

訪問診療、訪問看護など

資格確認や健康・医療情報を
取得・活用できる仕組み
【居宅同意取得型】

（令和6年4月目途運用開始）
種　類

本人確認

ネットワーク

モバイル端末
＋

マイナンバーカードと
PIN入力（初回のみ）

閉域回線を利用
（Webサービス経由）

表

図

表

中医協総会資料より一部抜粋

図 中医協総会資料より一部改変


